
 
         対馬市農業委員会第１回総会議事録 
 
 
 １．開催日時  平成２５年 ４月２５日（木）午前１０時３０分から午前１１時４０分 
 
 ２．開催場所  対馬市峰地域活性化センター２階 会議室 
 
 ３．出席委員 （１９人） 
    １番 井 田 幹 男    ２番 太 田 吉 雄    ３番 鬼 橋 孝 幸 
    ４番 永 留 光 雄    ５番 初 村 重 政    ６番 堀 江 政 武 
    ７番 上 野 良 人    ８番 松 村 英 二    ９番 吉 野   敏 
   １０番 阿比留 和比古   １２番 佐 伯   理   １３番 武 田 安 丸 
   １４番 中 村 國 安   １５番 米 田 賢 明   １９番 小 宮 正 至 
   ２１番 須 川 久 巳   ２２番 縫 田 和 己   ２３番 上 野 秀 一 
   ２５番 龍造寺 正 房 
 
 ４．欠席委員 （４人） 
   １６番 永 留 廣 美   １７番 兵 頭   榮   １８番 小 宮 伸 之 
   ２４番 島 居 邦 嗣 
 
 ５．議事日程 
    第１ 議事録署名委員の指名 
    第２ 会期の決定 
    第３ 会議書記の指名 
    第４ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
       議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 
       議案第３号 農業経営基盤強化促進事業申出書（利用権の設定）について 
       議案第４号 非農地証明書交付願いについて 
       議案第５号 耕作放棄地の農地・非農地の判断について 
    第５ その他 
        
 ６．農業委員会事務局職員 
     農業委員会事務局長              春日亀 剛 一 
     農業委員会事務局長補佐            庄 司 克 啓 
     農林水産部農林振興課主任           阿比留 秀 和 
     美津島地域活性化センター地域支援課係長    神 宮 秀 幸 
     豊玉地域活性化センター地域支援課主事     石 丸   真 
     峰地域活性化センター地域支援課主任      中 村 龍 一 
     上対馬地域活性化センター地域支援課課長補佐  古 里 正 人 
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 ７．会議の概要 
 
議 長     ただ今から、平成２５年度対馬市農業委員会第１回総会を開会いたします。 

 現在の委員定数は２５名、欠員２名、本日の出席者は１９名で、総会は成立
しますので対馬市農業委員会総会議事日程のとおり審議を進めます。 
 議事日程第１、議事録署名委員の指名ですが、私の方から指名させていただ
いて、ご異議ございませんでしょうか。 
 
（異議なしの声あり） 
 

議 長     それでは、１２番の佐伯 理 委員、１３番の武田安丸 委員に議事録署名をお
願いいたします。 
 議事日程第２、会期についてお諮りいたします。お手元に配布しております
農業委員会総会議事日程のとおり、本日１日にしたいと思いますが、ご異議ご
ざいませんでしょうか。 
 
（異議なしの声あり） 
 

議 長     異議なしと認めまして、本日１日とします。 
 議事日程第３、会議書記の指名を行います。本日の会議書記に委員会事務局
長及び局長補佐を指名いたします。 
つづきまして、議事日程第４、議案１号「農地法第３条の規定による許可申
請について」を議題といたします。 
 事務局の説明を求めます。 
 
（事務局長挙手） 
 

事務局長      議案書の１ページをお開き願います。  
 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請で、今回は１件でございま
す。 
番号１、譲受人は厳原町○○の○○さん、譲渡人は厳原町○○の○○さんで

ございます、地目、面積は「田２筆、畑３筆」で４，７９７㎡、申請理由は贈
与、譲受人の経営面積は５，６９５㎡でございます。 
 

議 長     事務局の説明が終わりました、地元委員の補足説明をお願いします。 
 
（３番委員挙手） 
 

３番  鬼橋孝幸委員 
 第１号議案の番号１について説明いたします。 
 今月の４月２２日、月曜日に地権者の○○さんと○○さん、農林振興課の阿
比留さんと私とで、現地を調査しました。 
 ○○さんはご高齢で譲受人の○○さんとは親子であり、贈与とのことで何ら
問題ないと思われます。 
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 ご審議の上、承認いただきますようお願いします。 
 

議 長        ただ今、地元委員さんから補足説明がありましたが質疑等はございませんで
しょうか。 
 
（ありません）  
 

議 長     質疑が無いようにありますので、議案１号、番号１につきまして、賛否を問い
ます。 
本案件に原案のとおり許可することに、賛成の方の挙手を求めます。 
全員賛成でございますので許可することに決定いたします。 
 つづきまして、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」を
議題とします。 
 事務局の説明を求めます。 
 
（事務局長挙手） 
 

事務局長    ２ページをお開き願います、議案第２号は、農地法第５条の規定による許可申
請で、今回は１件でございます。 
 譲受人は美津島町○○の○○さんで、譲渡人は美津島町○○の○○さんで
す、地目、面積は「畑が１筆」、８６７㎡で、転用目的は住宅用地であります。 
「位置図・配置図」及び「現況写真」等を３ページから１２ページに添付し
ておりますので、ご参照ください。 
 以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
 

議 長     事務局の説明が終わりました、地元委員の補足説明をお願いします。 
 
（２番委員挙手） 
 

２番  太田吉雄委員 
 第２号議案の説明をいたします。 
 この農地につきましては農業振興地域の解除の申請がありまして、３月に解
除の許可が下りましたので、すぐさま、５条で申請が上がった訳でございます。 
 議案書のとおり、この二人は親子関係でございまして、次男さんにあたる訳
でございます。 
 今回、家を建てるに当たっての申請でございまして、何ら周囲にも問題はな
いと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 
 

議 長     地元委員から補足説明がありましたが、質疑等ございませんでしょうか。 
 
（ありません）  
 

議 長     質疑が無いようにありますので、議案２号、番号１につきまして、賛否を問い
ます。 
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本案件に原案のとおり許可相当とすることに、賛成の方の挙手を求めます。 
全員賛成でございます、議案第２号について、当委員会の意見を付し、県知事
に進達することに決定いたします。 
 次に、議案第３号「農業経営基盤強化促進事業申出書（利用権設定）につい
て」を議題とします。 
 事務局の説明を求めます。 
 
（事務局長挙手） 
 

事務局長    １３ページをお開き願います。 
議案第３号の農用地利用集積計画（第１回）について、ご説明いたします。 
 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、申し出があった農
用地利用集積計画について審議のうえ、利用集積計画の定めるところによる利
用権設定に対し、総会にて決定する必要があるため、提案するものであります。 
 今回３件の「利用権設定」の申し出があっております。 
 １４ページをお開き願います。 
 番号１、「利用権の設定を受ける者」は美津島町○○の○○さんで「利用権
の設定をする者」は美津島町○○の○○さんで１筆、１，２４５㎡、賃借期間
５年、現在の経営面積は１２，８０２㎡でございます。 
 番号２、「利用権の設定を受ける者」は峰町○○の○○さんで「利用権の設
定をする者」は峰町○○の○○さんで２筆、１，４０１㎡、賃借期間５年、現
在の経営面積は１１，３４３㎡でございます。 
 次のページをお開き願います。 
 番号３、「利用権の設定を受ける者」は峰町○○の○○さんで「利用権の設
定をする者」は峰町○○の○○さんで４筆、３，３５１㎡、賃借期間５年、現
在の経営面積は１１，３４３㎡でございます。 
 以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
 

議 長     事務局の説明が終わりました、番号１から地元委員の補足説明をお願いいた
します。 
 
（７番委員挙手） 
 

７番 上野良人委員 
 番号１について説明いたします。 
 ７月１７日に事務局、吉野、松村両委員さん、借り手の○○さんと現地を確
認いたしました。 
 ここは現在、耕作放棄地になって、長年、荒れているところでございます。 
 そこには、井さんも牛を飼っていて、牧草が足りないので借り受けて牧草を
作るということですので、耕作放棄地の解消にもなりますし、何ら問題ないと
思いますので、よろしく審議お願いします。 
 
（１３番委員挙手） 
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１３番 武田安丸委員 
 ２番と３番を一緒に説明したいと思います。 
 この○○さんは、歳がいってから、耕作が出来ないということで、１０年前
から耕作はしてなかったです。 
 ○○さんは３年前から耕作しておらず、○○さんが借りるということで、お
互い合意の上ですので、何ら問題ないと思います。 
 耕作放棄地の立場からも、良い点と思われますので、ご審議の程、よろしく
お願いします。 
 

議 長     地元委員から補足説明がありましたが、質疑等ございませんでしょうか。 
 
（ありません）  
 

議 長     質疑が無いようにありますので、まとめたいと思います、議案第３号につきま
して、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手をお願い致します。 
 全員賛成でございます、本案件は、原案のとおり承認することに、決定いたし
ます。 
 次に、議案第４号、「非農地証明書交付願いについて」を議題とします。 
 事務局の説明を求めます。 
 
（事務局長挙手） 
 

事務局長      この非農地証明を説明する前に、委員さん一人一人に配っています、非農地
証明規定の内規ですけれども、昨年の１１月に委員さんに説明しましたように、
今まで、非農地証明は山林にだけ認めておったわけです。 
けれども、平成２５年度から、宅地についても２０年を超えるものについて
は、認めていこうとで、市長部局の農林振興課、副市長とも協議いたしました。 
 その結果、２５年度から宅地についても、特に本屋と農地にかえる見込みの
ないところは非農地証明書を交付することになりましたので報告します。 
 それでは、議案書の１６ページをお開き願います。  
 議案第４号、非農地証明書交付願いについて、今回２件でございます。 
 番号１、申出人は厳原町○○の○○さんで、申請地は厳原町小茂田の畑、１
筆で４５６㎡でございます。 
 なお、位置図、写真等は１７から２２ページをご参照ください。 
 番号２、申出人は上対馬町○○の○○さんで、申請地は上対馬町古里の畑、
１筆で５６５㎡でございます。 
 位置図、写真等は２３から２６ページをご参照ください。 
 以上で説明を終わります、ご審議の程、よろしくお願いします。 
 

議 長     事務局の説明が終わりました、地元委員に補足説明をお願いしたいと思いま
す。 
 
（１番委員挙手） 
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１番  井田幹男委員 
 番号１についての説明を致します。 
 先日、２２日、事務局の阿比留さんと現地立会をいたしております。 
 この建物は平成４年に厳原町漁協が厳原町の補助金で水産加工場を建設して
おり、現在１０年ほど使用されておりません。 
 この建物を魚の加工場として使用したいという方がおり、登記しようとした
ところ、農地のままだったと、いうことで今回の申請に至っております。 
 この建物は建築より２０年以上、経過しておりますので認可の程、よろしく
お願いします。 
 
（２３番委員挙手） 
 

２３番 上野秀一委員 
 番号２について説明いたします。 
 非農地申請のありました所を４月１９日、農業委員会事務局の庄司課長補佐
さんと上対馬町活性化センター古里課長補佐、それに本人でございます○○さ
んと私とで、現地立会を致しました。 
 この土地は昭和５３年ごろより、○○さん方に資材置き場、並びに宿舎とし
て賃貸借をしていた土地だということであります。 
 工事が終わりまして、現地はそのままの状態で放置されたような形で現在に
到っております。 
 現地は、コンクリートの固まりや、石や色々な物が散在しております。 
 本人も現在では、農業に従事していないということで、ございまして、現在
の状況では、耕作できるような、状態ではないと思われます。 
 どうかよろしくご審議の程をお願いいたします。 
 

議 長        ただいま、地元委員さんから補足説明がありましたが質疑等はありませんで
しょうか。 
 
（事務局長挙手） 
 

事務局長      質疑の前に、追加で説明したいと思います。 
 ２２ページをお開きください。 
 番号１の方で、不動産取得日を平成４年３月２日であることを証明するとい
うことで、厳原町漁業協同組合より出てきましたが、追加の調査をいたしまし
た。 
 平成３年度に厳原町漁業協同組合が水産加工近代化対策事業としまして、
県、町の補助を受けまして、平成３年１０月８日から平成４年３月５日までの
工期で、建物を建てた物でございます。 
 その時の完成年月日は平成４年２月２５日で、不動産取得の証明する平成４
年３月２日には、この建物は完成し、漁協が取得したことを確認しています。 
以上です。 
 

（２２番委員挙手） 
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２２番 縫田和己委員 

 これは、建物が、ですか、建物が不動産取得ですか。 
 
（事務局長挙手） 
 

事務局長      はい、そうです。 
 

議 長        他に質疑、ございませんか。 
 
（８番委員挙手） 
 

８番 松村英二委員 
 質疑でなく、質問ですが、個人で建物を立てる場合は、農業委員会に出して、
やかましく言われますが、なんで、市で、この様なことをするのですかね。 
 
（協議会の声あり） 
 

議 長     これから、協議会に切り替えます。 
 

議 長     それでは、総会に戻ります。 
 色々と、この問題について意見が出ましたが、賛否をこころあたりで諮りたい
とお思います。 
 議案第４号の番号１、２につきまして、原案のとおり交付することに賛成の方
の挙手をお願いしたいと思います。 
 全員賛成ではございませんでしたが、賛成が多数でございますので、原案のと
おり、このことにつきまして、決定いたします。 
 次に、議案第５号「耕作放棄地の農地・非農地の判断について」を議題としま
す。 
 事務局の説明を求めます。 
 
（事務局長挙手） 
 

事務局長    ２７ページをお開き願います。 
 議案第５号、「耕作放棄地の農地・非農地の判断について」でございます。 
 提案理由は、耕作放棄地全体調査要領により市長から判断を求められた土地
について、耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の農地に該当するか否かの判
断基準に基づき、判断したいので本会の審査を求めるものであります。 
 なお、本会の審査の結果、「農地」に該当すると判断した場合には、所有者
等に対し、その旨を通知するとともに、「非農地」に該当すると判断した場合
には、その所有者等に対し、「非農地通知書」を、県、法務局等の関係機関に
対し、非農地通知一覧表を送付するものであります。 
 次のページをお開き願います。 
 今回、提出されましたのは豊玉町仁位の１１筆でございます。 
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 以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いします。 
 

議 長     事務局の説明が終わりました、地元委員の説明をお願いします。 
 
（１２番委員挙手） 
 

１２番 佐伯 理委員 
 説明をいたします。 
 ４月２２日、午後より、豊玉管内の委員３名、農業委員会事務局、活性化セン
ターの担当、本庁の管財課等により、活性化センターで事務局の説明を受け、そ
の後、現地に行きました。 
 申請地は、旧豊玉町が、診療所建築用地のため取得したものですが、当初計画
から診療所の規模の縮小を余儀なくされ、利用されなくなったものです。 
 名義は対馬市へ変更登記されておりますが、地目は田のままと、なっておりま
す。 
 地方自治体は、農業法人以外の法人に該当するため、事実上、対馬市が農地を
所有することはできないと考えます。 
 また、市が農業を行うことは考えられず、今後も農地として利用する見込みが
ないと思われます。 
 このような事から、地元委員で協議の結果、農地に該当しないとすることが適
当と判断いたしました。 
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 
 

議 長     ただ今、地元委員さんから補足説明がありましたが、協議会にかえて、ご意
見を拝聴しましょうか。 
（異議なし） 
 協議会にかえたいと思います。 
 

議 長     総会にかえたいと思います。 
 色々、意見を聞かせてもらいまして、ありがとうございました、この件につ
きましては、色々と迷惑も掛けた状態でございますが、ここらあたりで、賛否
を諮りたいと思います。 
 議案第５号につきまして、非農地に判断することに、賛成の方の挙手をお願い
します。 
 本案件は、非農地に判断することに決定いたします、ありがとうございます。 
 以上で、本日提案されました、議案第１号から第５号を、皆様方には慎重に、
ご審議いただき、無事終了することができました。ありがとうございました。 
 つづきまして、議事日程第５その他の事項ですが何かありませんか。 
 
（３番委員挙手） 
 

３番  鬼橋孝幸委員 
 その他で、言うていいか、悪いか、分かりませんが、言います。 
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 今度、本庁の方で、先ほど紹介がありました、阿比留さんが担当になったと
ですけど、これは現市長が決めることであって、我々は何じゃかんじゃ言う必
要は無いかもしれませんが。 
 担当者にも、我々委員はたよらねばできん時も有るし１年１年で、ころころ
代わってもろうたら、大いに困るとですね。 
 どこに、言っていいか分からんし、やっぱり担当になれば、最低２年３年は
続けなければ出来ないと思いますが、どんなふうですかね。 
 
（事務局長挙手） 
 

事務局長    私も、鬼橋委員さんが言われるのが、よく分かります。 
 特に庄司君は、私が来る前、事務局長がころころ変わって、私がやっと２年
目に入って、３年ぶりにですね。 
 皆様には、担当がころころ変わって、迷惑を掛けていると思いますけれども、
市長部局には、市長部局の色々な事情がありますので、何とか、協力をお願い
します。 
 その他の項になりましたので、また農業者年金の事で、農業者年金でかたっ
てくれとか、そういう事では有りません、農業者年金の対象になるような人、
国民年金を払われている方をですね、ご紹介を頂ければと、思います。 
名前の把握でも、しないといけないなと、思いまして、皆さん担当の地区で、
対象になられる方を、ご紹介をよろしくお願いします。 
 

議 長     それでは、これをもちまして、本日の総会を閉会といたします。 
 


